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奥武蔵らくらく交通の対価改定について

１ 現 状

「奥武蔵らくらく交通」は、平成 30 年 12 月から吾野地区・東吾野地区の範囲を、ＮＰ

Ｏ法人奥武蔵グリーンリゾートが自家用有償旅客運送事業（交通空白地有償運送）として

運行しており、地域住民の買い物、通院等の日常のおでかけの足となっている。

また、地域住民だけでなく観光客による観光目的にも利用されており、利用者は増加し

ている。令和 5年度の車両数は 11 台で、年間約 936 回の利用があった。利用する際には、

事前登録を行い、前日までに電話で予約する必要がある。

２ 課 題

奥武蔵らくらく交通は、地域住民の移動手段として運行をしており、その対価は従来

の地域タクシーの半額程度との規定に基づき定めているが、タクシー運賃の値上げ等に

より、現状は当該運賃の 3分の 1程度となっている。

３ 解決策

令和 5年 12 月 28 日付け「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱い

について」の通達により、「運送の対価は、当該地域に適用されるタクシー運賃の約 8割

であること。ただし、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、約 8割を

超える運送の対価を設定することも可能である」とされている。

このことから、奥武蔵らくらく交通の旅客から収受する対価を地域のタクシー運賃の

約 8割とするよう別紙のとおり改定する。また、吾野・東吾野地区に在住・在勤の利用

者に対しては、買い物、通院等の日常のおでかけの足として利用しやすいよう地元料金

として別途設定する。

４ 改定日 令和 6年 9月 1日予定
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運賃比較表

現行 改定料金 参考

(km) ▶ (km) 埼玉県のタクシー

初乗 2999mで500円 ▶ 1999mで500円 タクシー料金 1999mで500円 タクシー料金 初乗 1121mで500円

加算 100円/km ▶ 300円/km との差額 100円/km との差額 加算 100円/236m

1 500 ▶ 500 0 500 0 1 500

2 500 ▶ 800 -100 600 -300 2 900

3 600 ▶ 1,100 -200 700 -600 3 1,300

4 700 ▶ 1,400 -400 800 -1,000 4 1,800

5 800 ▶ 1,700 -500 900 -1,300 5 2,200

6 900 ▶ 2,000 -600 1,000 -1,600 6 2,600

7 1,000 ▶ 2,300 -700 1,100 -1,900 7 3,000

8 1,100 ▶ 2,600 -900 1,200 -2,300 8 3,500

9 1,200 ▶ 2,900 -1,000 1,300 -2,600 9 3,900

10 1,300 ▶ 3,200 -1,100 1,400 -2,900 10 4,300

11 1,400 ▶ 3,500 -1,200 1,500 -3,200 11 4,700

12 1,500 ▶ 3,800 -1,400 1,600 -3,600 12 5,200

13 1,600 ▶ 4,100 -1,500 1,700 -3,900 13 5,600

14 1,700 ▶ 4,400 -1,600 1,800 -4,200 14 6,000

15 1,800 ▶ 4,700 -1,700 1,900 -4,500 15 6,400

16 1,900 ▶ 5,000 -1,900 2,000 -4,900 16 6,900

17 2,000 ▶ 5,300 -2,000 2,100 -5,200 17 7,300

18 2,100 ▶ 5,600 -2,100 2,200 -5,500 18 7,700

19 2,200 ▶ 5,900 -2,200 2,300 -5,800 19 8,100

20 2,300 ▶ 6,200 -2,300 2,400 -6,100 20 8,500

21 2,400 ▶ 6,500 -2,500 2,500 -6,500 21 9,000

22 2,500 ▶ 6,800 -2,600 2,600 -6,800 22 9,400

23 2,600 ▶ 7,100 -2,700 2,700 -7,100 23 9,800

24 2,700 ▶ 7,400 -2,800 2,800 -7,400 24 10,200

25 2,800 ▶ 7,700 -3,000 2,900 -7,800 25 10,700

26 2,900 ▶ 8,000 -3,100 3,000 -8,100 26 11,100

27 3,000 ▶ 8,300 -3,200 3,100 -8,400 27 11,500

28 3,100 ▶ 8,600 -3,300 3,200 -8,700 28 11,900

29 3,200 ▶ 8,900 -3,500 3,300 -9,100 29 12,400

30 3,300 ▶ 9,200 -3,600 3,400 -9,400 30 12,800

吾野・東吾野地区に在住・在勤の利用者一般料金
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